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２日µ消防団入退団式

６～15日µ春の交通安全運動

９日µ高齢者交通安全運転講習会

10日µ中学校入学式

11日µ小学校入学式

21日µ市図書館・子ども読書講座

27日µ市長と語るまちづくり

13日µ10万本ふるさとの森づくり

µµµ「夏の育林行動」

14・21・28日µ春の道路環境美化

24日µコスモス市民講座開講式

24日µ市図書館

µµµ文学の足跡を訪ねて�

中旬µ食品フェア

１日µ人権擁護委員の日

１～７日µ水道週間

４日µラブアース・クリーンアップ2006

４日µ市図書館・古典文学講座�

４・11・18日µ春の道路環境美化

18日µ市図書館・古典文学講座�

23～29日µ男女共同参画週間

上旬µ市議会定例会招集

下旬µ非行防止大会

「同和」問題啓発強調月間
９日µ市「同和」問題を考える市民のつどい
９日µ市図書館・古典文学講座�
７月１日～８月13日
µ九大サマーコース留学生ホームステイ
16日µ環境美化行動の日
17日µ市図書館・おはなし会スペシャル
17日～26日µアジア太平洋子ども会議ホームステイ
20～31日µ夏の交通安全運動
29、30日µ市民映画祭
上旬µ市消防ポンプ操法大会
下旬µリーダー塾開講式

１～７日µ水の週間

６日µ粕屋地区体育大会

15日µ谷山盆綱引き

20日µ県民体育大会夏季大会

25日µ市民ゴルフ大会

13日µ市図書館 福岡地区読書研修会

18日µ筵内放生会

21～30日µ秋の交通安全運動

23・24日µ県民体育大会秋季大会

24日µ高齢者自動車安全運転講習会

28・29日µ古賀放生会

30日µ野外クラシックコンサート

30日µ10万本ふるさとの森づくり

µµµ「秋の育林行動」

上旬µ市議会定例会招集

上旬～中旬µ就学前健康診断

４～10日µ市人権尊重週間

10日µ市「人権を尊重する市民の集い」

11～31日µ年末交通安全運動

17日µ市図書館

µµµ冬のおはなし会スペシャル

25～30日µ年末防犯・防火夜警

上旬µ市議会定例会招集

２月１日～３月15日

µ市・県民税の申告

２月16日～３月15日

µ所得税の申告

５日µ県民体育大会冬季大会

10日µ市図書館 古賀市親子読書のつどい

中旬µ地域づくりシンポジウム

中旬µ地域で子育て推進フォーラム

７日µ市消防出初式

７日µ市成人式式典

７日µ市成人式記念駅伝大会

28日µ童謡まつり

中旬µリーダー塾閉講式

２月１日～３月15日µ市・県民税の申告

２月16日～３月15日µ所得税の申告

１～７日µ春の火災予防週間

21日µクリーンデー

上旬µ市議会定例会招集

上旬µ10万本ふるさとの森づくり

µµµ「第６回植樹祭」

中旬µコスモス市民講座閉講式

中旬µ小・中・高校卒業式

下旬µなの花祭り
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マイ・バッグキャンペーン月間

４～５日µ青柳放生会

15日µ子どもわくわくフェスタ

15・22・29日µ秋の道路環境美化

18日µ市図書館

µµµ文学の足跡を訪ねて�

21日µレクリエーションスポーツの祭典

28日～11月５日

µµµ第12回図書館まつり

３日µ古賀市民駅伝競走大会

３日µ古賀市文化の日記念式典

５・12・19日µ秋の道路環境美化

９～15日µ秋の火災予防週間

12日µ第22回まつり古賀

µµµ健康福祉まつり（同時開催）

中～下旬µ移動美術館展
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平成18年４月から同19年３月までに開催される市内の主な行事

詳しくは毎月発行の行事予定表（広報こがお知らせ版）に掲載しますが、行事日程は変更になる場合があります。

2006年３月号（平成18年３月10日発行）第590号

2006年　2007年平成18年 平成19年

SAKURASAKURA

［千鳥苑］―ちどりえん ―

［古賀神社］―こがじんじゃ ―

［大根川］―だいこんがわ ―

［鹿部山公園］―ししぶやまこうえん ―

［谿雲寺］―けいうんじ ―

［興山園］―こうざんえん ―

［清滝橋］―きよたきばし ―

もすぐ桜の季節。桜は私たち日本人に最も親しまれ、愛されて
きた花といえるでしょう。そんな桜がもうすぐ見ごろ、ポカポ
カ陽気とともに、ウォ－キングやサイクリングを兼ねて、古賀
市内の桜の“名所”を訪ねてみませんか。

● ここに紹介した所以外にも、古賀市内には

まだまだたくさんの桜の名所はあります。

春爛漫――。



・２３・

■問い合わせ先　サンコスモ古賀　福祉 課障害者福祉係　９４２局１１５０番

障害者自立支援法の
ポイントは…
１． 障害福祉サービスがひとつになります

…身体・知的・精神障害のある人が共

通の制度で、共通のサービスが受けら

れるようになります。

２． 障害者がもっと「働ける社会」をめざし

ます…障害者の就労を福祉側からも支

援します。

３． 手続きなどがわかりやすくなります…

支援の必要度合いに応じてサービスが

公平に利用できるように、手続きや基

準をわかりやすくします。

４． みんなで支え合う仕組みが強化され

ます…利用したサービスの量や所得な

どに応じた公平な負担を求めていきま

す。また、これまで国が補助するしく

みであった福祉サービスの費用を、国

が義務的に負担するように改めます。

新しいサービスの
しくみは？
　複雑に組み合わさっていたサービスがひ

とつになり、障害者の地域での自立した生

活を支援していきます。

● 介護給付…障害の程度や状態に応じて必

要な介護を行います。

　 居宅介護（ホームヘルプ）・短期入所・施

設入所支援など

● 訓練等給付…身体的または社会的なリハ

ビリテーションや就労につながる支援を

行います。

　 自立訓練・就労移行支援・共同生活援助

（グループホーム）など

● 自立支援医療…旧（更生医療・育成医療・

精神通院医療）が一本化されます。

利用計画作成費は無料です。

６．サービス利用

契約によりサービスの利用を開始し

ます。

※ 現在「支援費制度」で福祉サービスを利用

している人は、３月までに利用者負担見

直しの手続きが必要になります。

４．認定・通知

審査判定に基づき障害程度区分の認

定を市が行い、サービス利用意向な

どを踏まえながら、サービスの支給

量などが決定され、受給者証が交付

されます。

５．サービス利用計画の作成

必要に応じて相談支援事業者とサー

ビス利用計画を立てます。サービス

● 補装具費の支給…補装具の購入や修理に

かかる費用を原則１割自己負担、９割を

市などが負担します。

● 地域生活支援事業…コミュニケーション

支援、移動支援（ガイドヘルプ）、日常生

活用具の給付などの事業があります。

利用者負担は
どうなるの？
　原則は１割負担ですが、負担が増えすぎ

ないよう所得に応じて上限額の設定や個別

減免などの軽減策が講じられています。

（図-１）　

○一般…市町村民税課税世帯

○ 低所得２…市町村民税非課税世帯（世帯

３人世帯であれば、障害基礎年金１級を

含めて概ね３００万円以下の年収の人）

○ 低所得１…市町村民税非課税世帯で障害

者の収入が年収80万円（障害基礎年金２

級相当額以下の人）

福祉サービスは
どうやって利用するの？
　皆さんに必要なサービスを提供できるよ

う市（福祉課）や事業者がお手伝いします。

１．相　談

市（福祉課）に相談します。

２．申請・調査

サービスの必要な人は支給の申請を

行います。続いて現在の生活や障害

の状況について調査が行われます。

３．審査・判定

調査結果をもとに、審査会で審査・

判定が行われ、どの位のサービスが

必要な状態か決められます。

コッコの会について……。
　平成17年２月に志免町（シーメイト）で行われた第19

回ふくおかボランティアのつどいへ参加した障害者の斉

藤さん（身体障害）、佐道さん・松永さん（視力障害）、山

本さん（聴力障害）、夏目さん親子（自閉症）らと出会いか

ら、お互いの障害の枠を飛び越え、活動する仲間として

「会」を立ち上げました。

活動日●毎月第４土曜日　13時30分～　サンコスモ古賀ボランティアルーム

連絡先●古賀市社会福祉協議会　９４４局２９４１番

サービス量

一　　般  37,200円

生活保護         0円

低所得１  15,000円

低所得２  24,600円

負
担
額

負担能力に応じた利用者負担額（図-１）
負担には月額上限額が
設定されています。

市町村民税
非課税世帯

がはじまります
障害者自立支援法が目指すもの  は、
障害者が自立し、安心して暮ら  すことのできる「地域社会づくり」です。

ともに暮らし、支え合うため に
平成18年４月

から

重度心身障害者医療について
○現在、重度心身障害者医療をご利用の人は、
　自立支援法施行後も、引き続き障害者医療証を利用できます。

○知的障害者入所施設をご利用の人、
　重度心身障害者医療の手続きはお済みですか？

障害者自立支援法施行に伴って、平成18年４月からは、知的障害者入所施設利

用者の医療費は自己負担になります。しかし、次に該当する人は重度心身障害

者医療の対象になり、保険適用後の自己負担分を公費で負担します。（一部例

外あり。）該当する人は、必ず手続きを行ってください。

◆ 該当者（支援費制度における知的障害者入所施設の利用者で次に該

当する人）

・身体障害者手帳１級または２級の人

・療育手帳Aの人（A１・A２・A３）

・身体障害者手帳３級かつ療育手帳 B１の人　など

◆申請窓口　市役所　国保年金課

※住所を施設所在地の市町村へ移した場合も、申請は市役所国保年金課になります。

重度心身障害者医療についての問い合わせは

市役所国保年金課　９４２局１１１１番まで

仲 間
募集中

「コッコの会」
障害のある人もない人も
“であい”の場に
来ませんか

コッコの会では――。

みんなで企画、話し合いをします。

あなたのアイデアを生かしませんか！

楽しい仲間が待っています。

▲みんなで作ったマーク
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■現在（～平成18年３月31日）

対象となる
　　年齢・期間

麻しん（はしか）、風しんとも生
後12か月から７歳６か月未満

使用するワクチン
麻しんワクチンと風しんワク
チンの２種類

接種回数
麻しんワクチンと風しんワク
チンを１回ずつ

■平成18年４月１日から

対象となる
　　年齢・期間

◎接種時期が２回に分かれます
【第１期】
１歳の誕生日から２歳の誕生日
の前日まで

【第２期】
５歳以上７歳未満で、小学校に
はいる１年前の４月１日～３月
31日まで

使用するワクチン
麻しん・風しん混合ワクチン
の１種類

接種回数
混合ワクチンを、【第１期】に
１回、【第２期】に１回

●平成18年４月１日で生後24か月（２歳）以上の人

● 麻しん・風しんとも、すでに受けた人、または

かかった人

●麻しん・風しんのどちらか一方でも受けた人

●麻しん・風しんのどちらか一方でもかかった人

※ ただし、上記の第２期に該当し、麻しん・風しんど
ちらも接種しておらず、そのどちらにもかかってい
ない人は、接種第２期の１回分だけ接種できます。

すでに麻しん（はしか）・風しんのどちらか一方を

接種をしている人は、速やかにもう一方のワクチ

ンを接種しましょう。
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麻しん（はしか）

風しんの

予防接種が
変わります

平成18年

４月１日
から

◎次に当てはまる人は、平成18年４月からの混合

ワクチンを接種できません。

接種可能な医療機関などのお問い合わせ下記までどうぞ。

問い合わせ先
サンコスモ古賀　健康づくり課

９４２局１１５１番

古賀市の学校２学期制

前期●４月６日～ 10月６日　後期●10月12日～３月24日

※ 前期・後期の切れ目は10月の第２土曜日、日曜日、体育の日に続く

計５日間が「秋休み」として学校の休みになります。この「秋休み」のた

めに増えた平日の２日間の休みは、夏休み期間を２日間短くすること

によって調整、このため、総出席日数はこれまでと変わりません。

【夏休み】　　７月21日～８月29日

　　　　　　　　前期後半の授業開始時期　８月30日

【秋休み】　　10月７日～ 10月11日

【冬休み】　　12月23日～１月８日

【春休み】　　３月24日～

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4月

▲始業式

夏休み前µµ期 前期 後µ期 後µ期
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【編集】　古賀市立図書館　（942局2561番・FAX944局0918番）　ホームページアドレス　http://www.lib-citykoga.org/

あらすじ

　迷いと悩みの中にある子どもたちに贈

る、強くてやさしい言葉の数々。17編の

詩の中には、ドロシー・ロー・ノルト作

「親は子の鏡」、ドラマ「金八先生」の中で

流れた谷川俊太郎作「生きる」など、子ど

もたちに伝えたい言葉が満載。今を、こ

れからの人生を、より積極的に関わって

いくきっかけになるような、そして子ど

もの成長を見守る親にとっても心の支え

になるような１冊です。

題名

「親から子へ伝えた

い17の詩
うた

」

著者

ドロシー・ロー・ノ

ルト　谷川俊太郎　

長田弘　他

双葉社　刊

住所の変更はお済ですか？
　新しく職場や学校が変わり、引っ越

しされる人も多いと思います。住所や

電話番号が変わる場合は図書館までお

知らせください。

■開館時間…10時～ 18時

■おはなしかい

　１日（土）、８日（土）、15日（土）、

　22日（土）　11時～ 11時30分

■名画会

　８日（土）…14時～（上映時間110分）

　「コンチネンタル」（アメリカ映画）

■読書講座のお知らせ

　21日（金）…10時30分～ 12時

　 内容　子ども読書講座「子どもと楽し

む本の世界」

　講師　八尋理恵（エルマー語りの会）

　市内にある7つの文庫は、その地域のお母さんたちが中心となり、子どもたちに読

書の楽しさを伝える活動をしています。30年近い歴史を持つ文庫もあります。本の

貸し出しだけではなく、地域の人たちとの「触れ合い活動」を通して、子育てと地域

活性のために文庫の存在が、大きな力となっています。

今回は、青柳にある「ひばり文庫」を紹介します。
●所在地　古賀市青柳町　町川原二区公民館内

●大人のボランティア会員　５人

●活動日　第１、第３土曜日　10時～ 11時30分

●蔵書数　５００冊

　古賀市の中心地から約６キロ離れた、自然の残

る町川原二区公民館にひばり文庫はあります。地

域の人々に支えられながら、17年間活動は続いて

います。貸し出し、読み聞かせを中心に地道では

ありますが、末永く活動を続けていきたいと思っています。近くにお住まいの人、

ぜひ遊びに来てください。お手伝いをしてくださる人もお待ちしています。

　平成７年の４月に始まった土曜日のおはなしかいは、

古賀語りの会、古賀子どもの本の交流会など、市内の図

書館ボランティアの皆さんのご協力により開催していま

す。その「おはなし会」も今年の５月13日（土）

で、７００回を迎えます。絵本の読み聞かせや

紙芝居、手遊びなどが楽しめ、毎週顔なじみ

の子どもたちも増えてきました。小さいお子

さんをお持ちの人、絵本に興味のある人、ぜ

ひご参加ください。

定例の「おはなしかい」を
紹介します

図書館では、本を探したり、読んだり、借りたりするだけでなくさまざまな取り組

みや催しも　　行っています。ぜひご参加ください。

　　　　　●おはなし会　開催日　第１～第４土曜日　時間　11時～ 11時30分

　　　●名画会　開催日　第２土曜日　時間　14時～

　●子ども映画会　開催日　子どもの日や夏休みなど不定期

●読書講座、講演会　 古典文学講座やボランティア講座、文学の足跡を訪ねて

など、年10回から13回

●図書館まつり　 ブックリサイクル、西日本読書感想画展示、おはなし会スペシャルなど

●その他　一日図書館員、古賀市親子読書大会など

（都合により開催日が変更になる場合があります。詳細は広報や館内掲示などでご確認ください）

図書
館で
の催
し

都市づくり

米多比区まちづくり委員会委員

村山　浩之さん

子どもが
帰ってきたくなる
まちづくりを

　委員会では計10回の討議や区民アン

ケートを取るなど、多くの人にこれか

らの米多比のことを考えてもらう、い

いきっかけになったと思います。「米

多比区の将来像」は、地域のスローガ

ンとして皆のものにするために、看板

や横断幕にするのもいいですね。

　委員会をとおして、10年、20年先の

自分たちや米多比のことをイメージす

ることが大事だと思いました。米多比

を巣立った子どもたちが、帰ってきた

いと思えるような故郷づくりをしたい

ですね。そのために、自分たちにでき

ることを、息長く楽しくやっていけれ

ば最高ですね。
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図書館だより図書館だより図書館だより第336回

よ ん で み ま せ ん か

図書館からのお願い

子どもさんと絵本を楽しむ時間をつくりませんか。

近くの文庫がみなさんを待っています。

地 域 文 庫 紹 介

参 加 し て み ま せ ん か

シリーズ

これからの

都市
計画

⑩

■問い合わせ先　市役所都市計画課土地利用対策室 　９４２局１１１１番　内線３７５
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古賀市では、開かれた市政を実現するため、市

政に対する市民の皆さんの理解と信頼をより深

めていただこうと平成18年４月から附属機関な

どの会議を原則として公開することになりまし

た。会議公開制度の対象となる会議は、事前に

ホームページ・行事予定表・市役所情報公開総

合窓口で、日程、公開・非公開の別などを公表

します。また、会議終了後には個人情報を除く

会議の概要について公表します。詳しくは下記

までお問い合わせください。

【まちづくり・市政のしくみ】

1 市長と語るまちづくり
市長が市政についてお話しします

60分
人事秘書課

2 市役所の組織・地方分権
市役所の組織や地方分権について説明します

40分
人事秘書課

3 古賀市の財政事情
古賀市の財政状況を説明します

40分
財政課

4 選挙のしくみ
選挙制度の流れなどを説明します

60分
総務課

5 議会のしくみ
議会の流れ、傍聴のしかたなどについて説明します

60分
議会事務局

6 監査制度について
監査制度について説明します

30分
監査事務局

7 「共働」ってなあに？
「共働」とはどういうことなのかについてお話しします

30分
コミュニティ推進室

【くらし・人権】

8 税のしくみについて
税のしくみについて説明します

60分
市税課

9 防犯について
防犯について日ごろの備えなどを説明します

30分
総務課

10 消防・防災について
万一の災害に対する市の防災体制などを説明します

30分
総務課

11 防火防災教室
災害に対する日ごろの備え、消火器の使用方法などについて説明します

60分
粕屋北部消防本部予防課

12 救急講習
心肺蘇生、応急処置などについて説明します（３時間以上の受講で資格付与）

90分
粕屋北部消防本部警防課

13 道路行政と交通バリアフリー
古賀市の道路状況と交通バリアフリーについて説明します

30分
建設課

14 賢い消費者になろう！
悪徳商法や消費者のトラブルについて解説します

30分
商工振興室

15 国民年金講座
国民年金のしくみや公的年金の必要性をお話しします

60分
国保年金課

16 国民健康保険・医療制度講座
国民健康保険・その他医療制度のしくみや手続きのしかたを説明します

60分
国保年金課

17 こんにちは、市民課です
戸籍、住民票などの申請や届出について説明します

60分
市民課

18 古賀市情報公開制度について
古賀市情報公開制度のしくみや開示までの流れを説明します

30分
総務課

19 古賀市個人情報保護制度について
古賀市個人情報保護制度について説明します

30分
総務課

20 男女がともに輝き、生き生きと暮らすために
性別ではなく、個性を大切にする生き方について考えてみましょう

60分（ビデオ30分）
人権・同和政策課

【ごみ・環境・水】

22 ごみ処理の現状とごみ減量
ごみ処理の現状やごみの減量化・資源化について説明します

60分（ビデオ20分）
環境課

23 分別収集の分け方・出し方
資源ごみの分別方法や世話人さんのお仕事について説明します

30分
環境課

24 下水道のしくみ
下水道のしくみなどについて説明します

30分
下水道課

25 水道のしくみ
古賀市の飲料水ができるまでを紹介します

30分
水道課

【健康づくり・福祉】

26 介護予防いきがいづくりについて
介護予防いきがいづくりについて説明します

60分
健康づくり課

27 保健衛生・栄養　健康づくり講座
生活習慣病や高血圧の予防、食、栄養に関するお話などをお届けします

90分
健康づくり課

28 生涯にわたって健康講座
生きていくうえでいかに健康が大切かお話しします

60分
生涯学習課

29 健康体操で体を動かそう！
健康体操を紹介します

60分
生涯学習課

30 軽スポーツ・ウォーキング体操講座
軽スポーツなどを紹介します

60分
生涯学習課

31 レクリエーション講座
いろいろなレクリエーションを紹介します

60分
生涯学習課

32 介護保険のしくみとサービスの利用について
介護保険制度や保険料、申請方法、サービスの内容などについて説明します

60分
高齢者福祉課

33 生活保護制度について
生活保護制度について説明します

60分
福祉課

【子育て・教育】

34 子どもの健康について
乳幼児の疾病予防や事故防止、基本的生活習慣、健康づくりなどについてお話しします

60分
健康づくり課

35 子育て支援について
育児・親子遊び・子育て支援施策についてお話しします

60分
家庭支援室

36 児童の保護育成について
児童の虐待など、子どもの保護に関する相談事業のシステムについて説明します

60分
家庭支援室

37 青少年問題について
古賀市の少年非行の実態やその対策について説明します

60分
青少年総合センター

38 家庭・地域での子どもの健全育成について
子どもの健全育成に大切なことや、家庭・地域の役割について考えてみましょう

60分
青少年総合センター

【歴史・文化】

39 広報紙づくり講座
広報紙作成の流れや紙面づくりのポイントについてお話しします

60分
企画課

40 歴史講座
古賀市内の文化財の説明や史跡案内をします

終日（16時頃まで）
歴史文化財課

まちづくり出前講座は、市民の皆さんからの要望に応じて、希望の場所・時間に市の担当職員を派遣し、市

役所の仕事や取り組み、暮らしに役立つ情報などをお届けするものです。講師派遣は無料です。地域やグルー

プの学習会などにぜひご利用ください。　　※一部、ボランティアや講師を派遣する講座もあります。

【申込方法】…………………………………………………………

利用できる方／市民または市内事業所に勤務している10人以上

（歴史講座は５人以上）で構成された団体やグループなどです。

申込方法／申込書に必要事項をご記入のうえ、市役所コミュニ

ティ推進室までご提出ください。（持参・郵送・FAX・Eメール

いずれでも可）

※ 申込用紙は、市役所コミュニティ推進室窓口・サンコスモ古賀・

中央公民館にあります。市のHPにも掲載しています。

開催時間／年末年始を除く10時から21時までの間で、１講座90

分以内です。（歴史講座は除きます）

実施会場／古賀市内に限ります。この講座は、皆さんが主催者

となり、そこに講師を派遣する制度です。会場の手配や準備は

主催者でお願いします。

21
人権ひろば（考えようみんなの人権）
○人権・同和問題解決をめざした取り組みについてみんなで考えます

○差別のないまちづくりをみんなで考えます

60分 人権・同和政策課
60分 教育総務課

Ｑ 　大根川や古賀海岸はどうすればもっときれいに

なるでしょうか？　　　　　　 　（10歳代／男性）

Ａ 　 大根川付近をいつもゴミ袋と“つかみ”を持ってゴミを拾っているおじ

さんを見ます。そんなおじさんの姿を見て私も…と思うのですが、なか

なか勇気が出ません。この勇気がでれば、そして皆さんの気持ちを表せ

ば海や川はすぐきれいになるのではないかと思います。（20歳代／女性）

問い合わせ先
市役所総務課文書法制係　９４２局１１１２番

新

会ギ

井戸ばた

ハガ
キ 井戸ばたハガキ

【知恵袋編】　番外編
平成17年12月号に掲載した『井戸ばたハガキ【知恵袋編】その２』の「環境保

全編」のお答えアイデアを紹介させていただいた人の中から、後日談につ

いてのおハガキをいただきました。今回は特別にそのいただいたハガキ

を紹介させていただきます。掲載に当たっては匿名でいただいたため事

前に了承を得ないままご紹介させていただくことをお許しください。

問い合わせ先　新・井戸ばた会ギ事務局（サンコスモ古賀　福祉課）

９４２局１１５０番

ご利用ください！　古賀市まちづくり講座  出前講座
聞きたいこと・知りたい　　　　　　　　　　　ことをお届けします

申し込み・問い合わせ先

市役所コミュニティ推進室
９４２局１２６０番

● 担当課の業務などの関係で、日時などの希望に添えない場合

があります。

●政治・宗教・または営利的な集会には、講師派遣いたしません。

● まちづくり講座は、質疑や意見交換はできますが、行政に関

する要望や苦情をお聞きする場ではありません。

会議の公開制度が
始まります

12月号の『井戸ばたハガキ【知恵袋編】その２』はこんな内容でした。

平成
17年

12月
号

この（20歳代/女性）さんから、広報掲載後のできごとについて
以下のようなおハガキをいただきました。

　私が、「広報にのったヨ！」と喜びながら主人に話すと、主人が驚い

てＱとＡを読んで、出た言葉が「でも結局何もしてないやん。」と言わ

れ、それまではうれしくてうれしくて、自慢げに言っていたいた私は

…はずかしくなり、そしてくやしくてくやしくて何も言葉が出ません

でした。だって主人の言葉は本当だったからです…。

　そして私は勇気を出しました！！　子どもと一緒に！　子どもはと

ても楽しそうにゴミ拾いしてました。私たちに何人かの方たちが声か

けしてくださいました。その方々にも、何か気持ちが伝われば嬉しい

し、古賀をもっともっときれいな町にできれば…と思いました。そし

て私は、この勇気をできるだけ続けるようにやっていくつもりです。

　このように、特別な「活動」ではないけれど、暮らしの中でできることのひ

とつとして、“ごみを拾う”という「行動」をしている人がいらっしゃいます。

でも、まだまだ「勇気」が必要ですよね。“古賀をもっときれいなまちにしたい”

という気持ちを持つ人が増えれば、勇気を出す行動からもっと自然にごみを

拾う行動へと広がっていくのではないでしょうか。

　私たちのコミュニティは、私たちの毎日の暮らしが交わりあうことで作ら

れています。その中でお互いのいいところや知恵が、人から人へ伝わってい

くことを願っているのがこの「井戸ばた会ギ」なのです。このハガキもまさに

「井戸ばた会ギ」です。願いを出した人、考えた人、やってみた人…そして、

この行動の輪が自然に広がっていくとうれしいですね。

　自分にできることをする、困ったことを言える。…こんなお互い様のご近

所をつくるのは、あなたであり、わたしです。「井戸ばた会ギ」をきっかけに

いっしょに考えてみませんか？

１ 古賀市総合振興計画審議会

２ 古賀市国土利用計画審議会

３ 古賀市政治倫理審査会

４ 古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会

５ 古賀市防災会議

６ 古賀市行政改革推進委員会

７ 古賀市特別職報酬等審議会

８ 古賀市入札監視委員会

９ 古賀市男女共同参画審議会

10 古賀市同和対策審議会

11 古賀市国民健康保険運営協議会

12 古賀市環境審議会

13 古賀市障害者施策推進協議会

14 古賀市介護保険運営協議会

15 古賀市農業振興審議会

16 古賀市商工振興協議会

17 古賀市モーテル類似施設審査会

18 古賀市都市計画審議会

19 古賀市住居表示審議会

20 古賀市学校給食センター運営委員会

21 古賀市青少年問題協議会

22 公民館運営審議会

23 古賀市体育指導委員全体会

24 古賀市社会教育委員会議

25 古賀市文化財保護審議会

26 古賀市広報広聴懇話会

27 古賀市市政モニター会議

28 古賀市防犯のまちづくり連絡協議会

29 古賀市農業振興地域整備促進協議会

30 古賀市構造政策推進会議

31 古賀市森林緑地環境保全協議会

32 古賀市立学校通学区域審議委員会

■会議の公開制度の対象となる会議■
（対象となる会議であっても、会議内容によって非公開になる場合があります。）
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●５月生まれの赤ちゃんの写真は、赤ちゃんの氏名に生年月日、

住所、保護者氏名、電話番号とメッセージ（65文字以内）を添え

て郵送、または持参してください。４月６日（木）必着。掲載は１

歳～３歳で、１人１回とします。応募多数の場合は抽選とします。

●問い合わせ・申し込み先【〒811-3192（住所不要）市役所企画

課広報係・942局1113番（内線316）】※写真返却希望の場合は、

返信用封筒（80円切手を貼ったもの）を同封してください。

１月29日（日）●中央公民館大ホールで第16回童謡まつりが開催されま

した。今年もたくさんのグループ（42団体、1,300人）が参加し、自慢の

声や演奏を披露しました。
●独唱コンクール入賞者

優　勝　小野　礼子（古賀東小５年）　市長賞　牛迫　優果（舞の里小２年）

議長賞　中川　智史（津屋崎小４年）　教育長賞　北川　ひかり（花鶴丘幼稚園）

審査員特別賞　牧野　晃士（花見ひかり保育園）　※家族特別賞　園ファミリー

全国の先進自治体に学ぼうと、古賀市中央公民館でコミュニ

ティシンポジウムを開催しました（２月12日）。講師には大濱

憲司さん（宝塚市中山台自治会会長）と加留部貴行さん（福岡

市地域活動アドバイザー）をお招きし、息の長い取り組みのコ

ツやさまざまな苦労話を紹介していただきました。会場には、

約70名もの市民が集まり、体験に基づく貴重な話にうなづき

ながら、熱心な質問や意見を交わしました。

福岡教育大学音楽科の卒業生で構成された、アンサンブル・

コモドによる名画テーマミュージックコンサートが市立図

書館で開催されました（２月12日）。コンサートでは、皆さ

んよくご存知の「となりのトトロ」や「おおシャンゼリゼ」、

「ラストエンペラー」のテーマなどが演奏され、美しい音色

に皆、聞き入っていました。「シンコペイティッド・クロッ

ク」という曲では、メンバーのお子さんの岩田ゆきこちゃ

ん〔ウッドブロック〕と堀江むつまさくん〔トライアングル〕

が演奏に参加。小さい体をいっぱいに使って演奏する姿に、

盛大な拍手が贈られていました。

古賀市が都市化するとともに、コンビニエンスストア

などの深夜営業店をターゲットにした犯罪が増えてき

ました。このような傾向に歯止めをかけようと、粕屋

警察署で「ミッドナイト遊撃隊」という部隊が結成さ

れ、２月24日（金）に古賀交番前で出動式が行われまし

た。粕屋警察署長、古賀市長、古賀市防犯のまちづく

り連絡協議会会長などが臨席する中、パトカー 11台、

白バイ４台が犯罪の撲滅を目指しパトロールに出動し

て行きました。今後は、古賀市・新宮町を重点的に回り、

犯罪の防止に努めるそうです。

村
むらやま

山　愛
あ い

依ちゃん

３月１日生まれの３歳
米多比

お誕生日おめでとう！ いつも

家族みんなを笑わせてくれる愛

依ちゃんも、もうすぐ幼稚園だ

ね。元気にすくすく育ってね。

石
いしかわ

川　嵩
しゅう

ちゃん

３月５日生まれの３歳
今の庄

おめでとう！

たくさん食べて元気に育ってく

ださい。お兄ちゃんもいろいろ

とたいへんだけど、妹のさー

ちゃんと仲良く遊ぼうネ！

山
やまみさか

見坂　桃
ももこ

子ちゃん

３月９日生まれの２歳
花鶴丘

元気いっぱい☆お手伝い大好き

ももちゃん。いつもありがとう

（＾0＾）/　明秀お兄ちゃんと

いつまでも仲良くね（*＾_＾*）

澤
さわい

井　真
まこと

人ちゃん

３月10日生まれの１歳
米多比

三人兄弟の一番下で、とっても

ヤンチャな“まこちゃん”これか

らも「まこちゃんスマイル」たく

さんみせてね（＾0＾）五所保育

園の先生みてる～！！

瀬
せもと

元　颯
そうま

真ちゃん

３月30日生まれの３歳
千　鳥

いつもニコニコ笑顔でみんなを

楽しませてくれる颯真。これか

らも、元気にたくましく大きく

なってね。

33お
誕

生
日おめで

と
う HIROBA ●「広報こが」は、古賀市の公式ホームページ（http://www.city.koga.fukuoka.jp/)でもご覧になることができます。

お願い　写真は顔全体が写ったものをご応募ください。

第16回 童謡まつり

ホールいっぱいに声が
響きわたりました

コミュニティシンポジウムを開催しました

全国の先輩から
温かい手ほどき

第６回 名画テーマミュージックコンサート

すてきな演奏にうっとり

ミッドナイト遊撃隊出動式

まちの守りが強化されます

コンテストで
最優秀賞を受賞

夢はもちろん
デザイナー

高校生が作った被服作品の全国コンクール「全国高校生クリ

エイティブコンテスト」の受賞作品が発表され、香椎高校服

飾デザイン科３年の筋田　智子さん（古賀市在住）が最優秀

賞を受賞しました。審査員の満場一致で選ばれた筋田さん

の作品は「天の川をイメージして」と名づけられたフォーマ

ルドレスで、紺のベルベット地に約3000個のビーズが縫い

付けられたとても豪華なもの。製作に約１か月かかったそ

うです。筋田さんは、「将来の夢は、パリに行ってデザイナー

になることです。」と笑顔で答えてくれました。
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給与・定員管理等について

※人件費には特別職に支給される給料・報酬などを含みます。

※実質収支とは当該年度の歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額から

　翌年度へ繰り越すべき財源を控除したものです。

※職員手当には退職手当は含みません。

※古賀市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

※標準的な職務とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

※ 卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいいます。

●管理職手当

支給率　部長級＝15％　課長級＝12％　課長補佐級＝10％

支給実績　32,907千円

支給対象職員一人当たり平均支給年額　658,136円

●扶養手当

支給実績　35,326千円

支給職員一人当たり平均支給年額　104,207円

配偶者＝13,500円、扶養家族２人まで１人につき6,000円

【配偶者がいない場合＝１人につき11,000円、扶養家族でない配偶者がいる場

合＝１人につき6,500円】３人目から5,000円、満16歳から22歳の子がいる場合

１人につき5,000円を加算。

●通勤手当

支給実績　23,787千円

支給職員一人当たり平均支給年額　70,169円

交通機関利用職員および交通機関以外（自動車など）で通勤している職員に

55,000円まで全額支給。通勤距離１ｋｍ以上に支給。（下線部分は国の制度と

異なります）

●住居手当

支給実績　23,976千円

支給職員一人当たり平均支給年額　70,724円

借家の居住者に27,000円を限度として、それぞれ家賃に応じて支給。持ち家者

（被扶養者の所有も含む）には、2,500円を支給。５年経過後においても支給。（下

線部分は国の制度と異なります）

※上記４つの手当の額は月額です。

※ 「平均給料月額」とは、平成17年４月１日現在における各職種ごとの職員の

基本給の平均です。

※ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住

居手当、時間外勤務手当など諸手当の額を合計したものです。このうち、

上段はこれら全ての諸手当込みのものであり、地方公務員給与実態調査に

おいて明らかにされているものです。また下段は国家公務員の平均給与月

額には、時間外勤務手当、特殊勤務手当などの手当が含まれていないこと

から、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

※（　）内は、再任用職員に係る支給割合。

平成12年 平成17年

古　賀　市 101.3 96.1

全国市平均 101.7 97.6

※ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与の水準を100とした場合の地方公務員の給

与水準を示す指数です。

※（　）内は、人口規模・産業構造が類似している団体の最高値です。

17,024,225 2,969,303 428,970 17.4％ 18.3％

歳 出 総 額
Ａ（千円）

人 件 費
   Ｂ（千円）

人 件 費 率
Ｂ/A(%)

平成15年度の
人件費率(%)

実 質 収 支
（千円）

職員数
Ａ

（人）

給 与 費 （千円） 一人当たりの
給与額

  Ｂ／Ａ（千円）

339 1,388,794 6,6032,238,415

給µ料 計µＢ

263,966585,655

職員手当期末・勤勉手当

決定初任給

採用２年経過

採用２年経過

決定初任給

古 賀 市

古 賀 市

国

古 賀 市

国

古 賀 市

国

143,300円

170,700円

国 170,700円

190,200円

184,400円

160,200円

138,800円

148,500円

採用２年経過

決定初任給
古 賀 市

国

古 賀 市

国

143,300円

160,200円

―

―

経験年数10年

経験年数15年

経験年数20年

経験年数10年

経験年数15年

経験年数20年

268,527円

319,100円

366,067円

該当なし

277,600円

328,500円

経験年数10年

経験年数15年

経験年数20年

経験年数10年

経験年数15年

経験年数20年

269,300円

該当なし

該当なし

該当なし

289,650円

該当なし

区分 標準的な職務内容
職 員 数
（ 人 ）

構 成 比
（ ％ ）

９級

８級

７級

６級

５級

４級

３級

２級

１級

合計

部長・局長

相困課長

課長・室長・参事・課長補佐・参事補佐

相困係長・相困主査

係長・主査

主任主事・主任技師

主事

6

19

29

53

20

109

20

256

2.4

7.4

11.3

20.7 

7.8

42.6

7.8

100.0

区分
支給
割合

年 合 計

加算措置 役職加算µ5～15％ 役職加算µ  µ5～20％
管理職加算µ10～25％

古賀市 国

期末手当

3.0月分
（1.6月分）

勤勉手当

1.4月分
（0.7月分）

期末手当

3.0月分
（1.6月分）

勤勉手当

1.4月分
（0.7月分）

特殊
勤務手当

7.7％

630千円

24,246円

６種類

１人につき400円

１月に6,000円

職員全体に占める手当支給職員の割合

支給実績

支給対象職員１人当たり平均支給年額

手当の種類（手当数）

徴収事務従事手当

作業手当

代表的な
手当の名称

徴収事務に従事する
職員の特殊勤務手当

海津木苑に勤務する
職員に対する手当

41歳10月

43歳７月

40歳３月

42歳２月

46歳１月

48歳１月

一般行政職

技能労務職

327,182円

354,691円

329,728円

331,811円

316,231円

285,008円

古賀市

類似団体

国

古賀市

類似団体

国

402,573円
363,198円
437,747円
408,249円

382,092円

373,064円
365,068円
371,911円
351,148円

316,350円

区µµµ分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

区µ分 月µ額 退職手当

市µ長

助µ役

議µ長

副議長

議µ員

―

―

―

875,000円
（956,000円）

689,000円
（800,000円）

495,000円
（651,000円）

436,000円
（559,000円）

400,000円
（525,000円）

期末手当（月分）

支給割合

６月期  1.60
12月期  1.70

合µ計  3.30

３％の
減額措置あり

給料月額×在職年数×510／100
任期満了時支給

給料月額×在職年数×300／100
任期満了時支給

区µ分

古賀市 国

勤 続 20 年

勤 続 25 年

勤 続 35 年

最 高 限 度

その他の加算措置

自己都合

21.00月分

33.75月分

47.50月分

59.28月分

なし

勧奨・定年

27.30月分

42.12月分

59.28月分

59.28月分

特例措置
２％～20％加算

自己都合

21.00月分

33.75月分

47.50月分

59.28月分

なし

勧奨・定年

27.30月分

42.12月分

59.28月分

59.28月分

特例措置
２％～20％加算

時間外
勤務手当

79,197千円

274千円

支給実績

支給対象職員１人当たり平均支給年額

調整手当

４％

339人

56,692千円

167,232円

月額支給率

支給対象職員数

支給実績

支給対象職員１人当たり平均支給年額

古賀市人事行政の運営等状況の公表

古賀市では、人事行政の公平性・透明性を高めるため、

古賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例が定められています。

それに基づいて、古賀市の行政運営などの状況をお知らせします。

歳出総額に占める人件費の割合（平成16年度決算統計）表－１

職員給与費の状況（平成17年度一般会計当初予算）表－２

一般行政職の初任給の状況 （平成17年４月１日現在）表－３

職員の経験年数・学歴別平均給料月額の状況
（平成17年４月１日現在）

表－６

一般行政職の級別職員数の状況
（平成17年４月１日現在）

表－４

職員手当の状況表－７

●期末・勤勉手当 （平成16年度）

●特殊勤務手当 （平成16年度）

職員の平均給与額などの状況
（平成17年４月１日現在）

表－８

特別職の報酬などの状況 （平成17年４月１日現在）表－９

●退職手当 （平成17年４月１日現在）

●時間外手当 （平成16年度）

●調整手当 （平成16年度）

［その他の手当］

ラスパイレス指数の状況 （平成17年４月１日現在）表－５
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給与・定員管理等について

区　分 採　用
（平成17年４月１日）

退　職 （平成16年度）

定　年 勧　奨 自己都合その他

一
般
行
政
職

一般事務 6 1 5 4

保育士 0 0 0 0

計 6 1 5 4

開 始 時 刻 ８時30分

終 了 時 刻 17時

週　休　日 土曜日、日曜日

１週間の正規の勤務時間 38時間45分

※ 職場により、上記と異なる場合があります。

休暇の種類 事　　由 期　　間 給　料

年次有給休暇 一の年ごとにおける休暇 年20日 有　給

病気休暇
負傷または疾病のため療

養する必要がある場合

結核性疾患の場合　１年
有　給

その他の疾患の場合　90日

特別休暇
（主なもの）

職員の分娩
産前６週間（多胎妊娠の場合

は、14週間）・産後８週間

有　給

子の看護休暇 ５日の範囲内

職員の出産補助 ３日の範囲内

職員の結婚 ７日の範囲内

ボランティア休暇 ５日の範囲内

忌引

配偶者が死亡した場合

（10日以内）父母または

養父母が死亡した場合

（血族…７日以内、姻

族…３日以内）など

※上記以外に介護休暇（無給）などがあります。

種　　類 事　　由 期　　間 給　料

育児休業

３歳に満たない子を

養育する職員

子が３歳に達する日までの

うち職員が希望する期間
無　給

部分休業

１日を通じて４時間を超え

ない範囲内で、職員の託児

の状態、通勤の状況などか

ら必要とされる時間

無　給

内　　容 人　　　　数

降　任 0

免　職 0

休　職 18

降　給 0

　分限処分制度とは、一定の事由（心身の故障のため）によって職員がその職責を十分に果たすことができない場合、公務能率の維持を目的として、その

身分に不利益な変動をもたらす処分です。降任、免職、休職、降給があります。

　懲戒処分制度は、職員の一定の義務違反に対する責任を問うもので、地方公共団体の規律と秩序を維持することを目的として、任命権者が職員の責任

を追及して科す処分です。戒告、減給、停職、免職があります。

※休職処分者数は、当該年度に処分を受け、当該年度に引き続き休職状態にある者を含む。

内　　容 人　　　　数

戒　告 0

減　給 1

停　職 0

免　職 0

区　　分 件　　　数

営利目的の会社等の役員を兼ねること 0

自ら営利企業を営むこと 0

報酬を得て事務等に従事すること 8

　服務の基準として地方公務員法第30条に「すべての職員は、全体の奉仕者

として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては全力を挙

げてこれに専念しなければならない。」と規定しています。この服務基準の

趣旨を実現するため、「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」「信用失

墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」「政治的行為の制限」

「争議行為等の禁止」「営利企業等の従事許可」といった義務を定めています。

自 己 啓 発 自主研究グループ活動助成、職員提案制度

職 場 研 修
新規採用職員研修、「同和」問題研修、メンタルヘル

ス研修

職場外研修

階別研修（新規採用職員研修、新任係長研修、新任課

長研修　など）

選択研修（政策形成演習研修、行政評価研修、市町村

税研修、ＯＡ研修、マーケティング研修、目標による

管理研修、接遇指導者養成研修、行政経営研修　など）

［職員の研修の状況］

　職員の研修は、職員の勤務能率の発揮及び増進を目的に、組織的、計画

的に行われています。これは、地方公務員法の中に規定されており、古賀

市では自己啓発、職場研修、職場外研修に区分して実施し職員の能力開発

に努めています。

［勤務成績の評定］

●勤務成績の評定制度の概要

任命権者は公務能率を増進させることを目的に、職員の執務について定期

的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置をとることとさ

れています。職員の能力や経歴、勤務実績等を総合的に評価することで転

任や昇任等を行い、適材適所の徹底を図っています。現在、地方公務員を含

む公務員制度改革が論議されており、現行の勤務評定制度に替え、能力評

価と業績評価からなる新たな評価制度の導入について試行を行っています。

区　　分 受診者数

職員総合健診 385

給食調理作業者健康診断 22

ＶＤＴ作業者健康診断 89

　地方公共団体は、職員の保健、元気回復、その他厚生に関する事項

について計画を立て、実施しなければなりません。（地方公務員法第

42条）

　共済制度は、職員またはその被扶養者の事故（病気、負傷、出産、死亡、

災害等）に関して、適切な給付を行うための相互救済を目的とした制度

であり（地方公務員法43条第１項）、具体的には地方公務員等共済組合

法によって福岡県市町村職員共済組合が制度を運用し、公務外の病気

やけがの治療時の保健給付のほか、老後の経済生活を支援するための

退職共済年金の支給などを実施しています。また、職員の安全と健康

を確保するため労働安全衛生管理体制の整備や健康診断等を実施して

います。公務中及び通勤途中の災害によって被災した場合については、

地方公務員災害補償法に基づき、療養補償等の補償を行うことになり

ます。このほか、職員は各種の給付事業などを実施している古賀市職

員互助会に加入しています。

公務災害 通勤災害 計

2 1 3

［勤務条件に関する措置の要求状況］

　勤務条件に関する措置要求制度は、職員から勤務条件に関し、適当

な行政上の措置を求める要求があった場合に、公平委員会が必要な審

査をした上で判定を行い、あるいはあっせんまたは、これに準ずる方

法で事案の解決に当たるものです。

●平成15年度末から16年度末件数　０件

［不利益処分に関する不服申し立ての状況］

　不利益処分についての審査制度は、職員から懲戒その他の意に反す

る不利益な処分を受けたとして審査請求があった場合、公平委員会が

事案を審査し、その結果に基づいて、その処分を承認、修正し、また

は取り消す判定を行うものです。

●平成15年度末から16年度末件数　０件

●紙面の都合により、一部省略して掲載しています。詳細についてはホームページをご覧ください。●
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部門

区分

合µ計

議µ会

総µ務

税µ務

農林水産

商µ工

土µ木

小µ計

民µ生

衛µ生

小µ計

教µ育

消µ防

小µ計

水µ道

下水道

その他

小µ計

職員数（人） 対前年度増減数（人） 平成17年度の
主な増減理由

他団体への派遣など

職員配置

組織の見直し

平µ成
15年度

平µ成
16年度

平µ成
17年度

平µ成
15年度

平µ成
16年度

平µ成
17年度

5

69

21

12

3

27

137

104

25

129
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0

67

17

14

17
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歴史業務職員配置

浄水場民間委託

介護保険職員配置

古賀市人事行政の運営等状況の公表

職員数の状況 （平成17年４月１日現在）　　※派遣職員と特別職は除く。表－10

●職員数

●職員の任免

勤務時間その他の勤務条件の状況（平成17年４月１日現在）表－11

●勤務時間

［その他の勤務条件］

●休　暇

●育児休業制度

分限、懲戒処分（平成16年度実績）表－12

●分限処分の状況 ●懲戒処分の状況

服務の状況（平成16年度実績）表－13

●営利企業等従事許可の状況

研修および勤務成績の評定の状況表－14

●平成16年度に行われた主な研修

福祉および利益の保護の状況（平成16年度実績）表－15

●定期健康診断及び特殊健康診断等の実施状況

●公務災害等の認定状況

糟屋郡公平委員会からの業務の状況報告16

［この記事に関するお問い合わせは］

市役所人事秘書課

９４２局１１１１番　内線３８１番



■古賀市役所の代表電話番号　９４２局１１１１番
■ホームページのアドレス　http://www.city.koga.fukuoka.jp/
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ンです。新しい生活用品を買いそろ

える一方で、不要になった物を捨て

る人も多く、ごみが増える月でもあ

ります。

自分がもう使わないものでも、欲

しいという人がい

るかも　　捨てる

前に友人に声をか

けたり、リサイク

ルショップなどを

利用してみません

か。

　環境課　９４２局１１２７番

　引っ越しの季節は、敷金に関する相談が多くなります。『原状

回復をめぐるトラブルとガイドライン（国土交通省）』によると、

通常使用で悪くなった畳や障子の修繕は貸主の負担になります。

しかし、契約書の中には、貸主が負担すべき経費が借主の負担に

なっているものもあるようです。

◆入居時のポイント◆

トラブルを避けるため、退去時にどのような負担が伴うことに

なるのか、重要事項について説明を受け、契約書（特約事項を

含む）の内容をしっかり確認してから契約しましょう。

◆退去時のポイント◆

納得できない補修費用を請求された場合は、明細書を要求し、

ガイドラインに沿って交渉しましょう。相手との折り合いが付

かない場合は、あきらめず消費生活相談窓口にご相談ください。

■問い合わせ先　古賀市消費生活相談窓口（市商工振興室内）

　　　　　　　　　　　　　　　　　942局1111番（内線362）

インターネットによる人権侵害に関する相談窓口

福岡法務局 ［福岡市中央区舞鶴３－９－15］　　７２１局９１６６番

インターネットは、人と人とのコミュニケーション。

相手への思いやりの気持ちを忘れてはいけません。

お互いを尊重し、正しい利用を心がけることで、今までにない、

豊かで楽しいコミュニケーションの輪が広がっていきます。

２月18日（土）エコロの森のエコ教室で、た

まごキャンドルづくりが行われました。た

まごキャンドルとは、たまごの殻に溶か

したロウを流し込んでつくるキャンドルで

す。今回は小学生から大人までの14人が参

加、みんな楽しそうに取り組んでいました。
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�

松
下
�
�
��●長くて寒い冬がようやく終盤

を迎え、少しずつ春らしくなっ

てきました。もうすぐ皆さんが

心待ち？にしている花見の季節

がやってきます。●昨年私は、

母の実家近くの桜を見に行き

ました。上を見ると花が満開で

うっとりとしたのですが、下を

見ると…ごみがあちこちに散乱

していて、上と下でこんなにも

景色が違うのかと本当にがっか

りしました。きれいな花を見せ

てくれた桜に対するお礼がこれ

なのかと思うと、人間ってやっ

ぱり身勝手だなと感じざるをえ

ませんでした。きれいな桜を見

た後は、桜のためにも、次に桜

を見る人のためにも、自分で出

したごみはぜひとも持ち帰り、

心まできれいにしたいもので

す。今年も期待と不安を胸に、

懲りずに花見に行きたいと思っ

ています。　　　　　　(西村)

父母の離婚・父の死亡などで、父と生計を同じくしていない児童につ

いて、母子世帯などの生活の安定を図り、自立を促進するために手当

を支給する制度です。

■対象者

支給要件に該当する18歳到達後最初の３月31日までにある児童（障害児

については20歳未満)を監護している母、または母に代わってその児童

を養育している人。

■支給要件

①父母の離婚 ②父が死亡 ③父が重度障害 ④父の生死不明 ⑤父から１年

以上遺棄されている ⑥父が１年以上拘禁されている ⑦母が未婚で懐胎

※ あくまでも支給要件ですので、上記を満たすだけで認定になるわけ

ではありません。

　◎手当月額（平成18年１月現在）

　　※受給者の所得によって10円単位で手当額は異なります。

　　※平成18年４月から額改正の予定です。

必要書類などについては個人で異なります。職員がお話をうかがった

後、説明いたしますので、必ず本人がご来庁ください。

■問い合わせ先

古賀市役所　国保年金課　医療係　942局1111(内線222)

我 ら 地
域

の
消

防
団

区      分 児童１人 児童２人 児童３人

全部支給 41,880円 46,880円 49,880円

一部支給
9,880円～　
　41,870円

14,880円 ～
　46,870円

17,880円 ～
　49,870円
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業
主
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皆
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ひとのデータ（  ）は前年比

人口………………56,676人(＋ 40)

男性………………27,319人(－ 39)

女性………………29,357人(＋ 79)

世帯数…………20,884世帯(＋372)

出生……33人　転入……181人

死亡……31人　転出……199人
データ●2006年２月28日現在

インターネットに接続可能な
携帯電話からもご覧いただけ
るホームページを開設しました

携帯電話用アドレス
http://www.city.koga.fukuoka.jp/m/
※一部の携帯電話ではご利用できないことがあります。

QRコード対応のカメラ付き
携帯電話で右のコードを読み
取ると、古賀市の携帯電話向
けホームページへ素早くアク
セスできます。

古賀市公式ホームページQRコード

古賀市消防団第15分団
管轄区■薬王寺　分団長■鍵山　圭介さん

●このコーナーは古賀市内の消防団を紹介するコーナー
です。消防団への入団希望者は各地域の地元消防団か、
古賀市総務課庶務係（９４２局１１１２番）までどうぞ。
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F
E
B
R
U
A
R
Y

M
A
R
C
H

JA
N
U
A
R
Y

A
P
R
IL

M
A
Y

JU
N
E

JU
L
Y

A
U
G
U
S
T

S
E
P
T
E
M
B
E
R

O
C
T
O
B
E
R

N
O
V
E
M
B
E
R

D
E
C
E
M
B
E
R

日 月 火 水 木 金 土

µ µ µ µ µ µ １
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２日µ消防団入退団式

６～15日µ春の交通安全運動

９日µ高齢者交通安全運転講習会

10日µ中学校入学式

11日µ小学校入学式

21日µ市図書館・子ども読書講座

27日µ市長と語るまちづくり

13日µ10万本ふるさとの森づくり

µµµ「夏の育林行動」

14・21・28日µ春の道路環境美化

24日µコスモス市民講座開講式

24日µ市図書館

µµµ文学の足跡を訪ねて�

中旬µ食品フェア

１日µ人権擁護委員の日

１～７日µ水道週間

４日µラブアース・クリーンアップ2006

４日µ市図書館・古典文学講座�

４・11・18日µ春の道路環境美化

18日µ市図書館・古典文学講座�

23～29日µ男女共同参画週間

上旬µ市議会定例会招集

下旬µ非行防止大会

「同和」問題啓発強調月間
９日µ市「同和」問題を考える市民のつどい
９日µ市図書館・古典文学講座�
７月１日～８月13日
µ九大サマーコース留学生ホームステイ
16日µ環境美化行動の日
17日µ市図書館・おはなし会スペシャル
17日～26日µアジア太平洋子ども会議ホームステイ
20～31日µ夏の交通安全運動
29、30日µ市民映画祭
上旬µ市消防ポンプ操法大会
下旬µリーダー塾開講式

１～７日µ水の週間

６日µ粕屋地区体育大会

15日µ谷山盆綱引き

20日µ県民体育大会夏季大会

25日µ市民ゴルフ大会

13日µ市図書館 福岡地区読書研修会

18日µ筵内放生会

21～30日µ秋の交通安全運動

23・24日µ県民体育大会秋季大会

24日µ高齢者自動車安全運転講習会

28・29日µ古賀放生会

30日µ野外クラシックコンサート

30日µ10万本ふるさとの森づくり

µµµ「秋の育林行動」

上旬µ市議会定例会招集

上旬～中旬µ就学前健康診断

４～10日µ市人権尊重週間

10日µ市「人権を尊重する市民の集い」

11～31日µ年末交通安全運動

17日µ市図書館

µµµ冬のおはなし会スペシャル

25～30日µ年末防犯・防火夜警

上旬µ市議会定例会招集

２月１日～３月15日

µ市・県民税の申告

２月16日～３月15日

µ所得税の申告

５日µ県民体育大会冬季大会

10日µ市図書館 古賀市親子読書のつどい

中旬µ地域づくりシンポジウム

中旬µ地域で子育て推進フォーラム

７日µ市消防出初式

７日µ市成人式式典

７日µ市成人式記念駅伝大会

28日µ童謡まつり

中旬µリーダー塾閉講式

２月１日～３月15日µ市・県民税の申告

２月16日～３月15日µ所得税の申告

１～７日µ春の火災予防週間

21日µクリーンデー

上旬µ市議会定例会招集

上旬µ10万本ふるさとの森づくり

µµµ「第６回植樹祭」

中旬µコスモス市民講座閉講式

中旬µ小・中・高校卒業式

下旬µなの花祭り
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マイ・バッグキャンペーン月間

４～５日µ青柳放生会

15日µ子どもわくわくフェスタ

15・22・29日µ秋の道路環境美化

18日µ市図書館

µµµ文学の足跡を訪ねて�

21日µレクリエーションスポーツの祭典

28日～11月５日

µµµ第12回図書館まつり

３日µ古賀市民駅伝競走大会

３日µ古賀市文化の日記念式典

５・12・19日µ秋の道路環境美化

９～15日µ秋の火災予防週間

12日µ第22回まつり古賀

µµµ健康福祉まつり（同時開催）

中～下旬µ移動美術館展
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平成18年４月から同19年３月までに開催される市内の主な行事

詳しくは毎月発行の行事予定表（広報こがお知らせ版）に掲載しますが、行事日程は変更になる場合があります。

2006年３月号（平成18年３月10日発行）第590号

2006年　2007年平成18年 平成19年

SAKURASAKURA

［千鳥苑］―ちどりえん ―

［古賀神社］―こがじんじゃ ―

［大根川］―だいこんがわ ―

［鹿部山公園］―ししぶやまこうえん ―

［谿雲寺］―けいうんじ ―

［興山園］―こうざんえん ―

［清滝橋］―きよたきばし ―

もすぐ桜の季節。桜は私たち日本人に最も親しまれ、愛されて
きた花といえるでしょう。そんな桜がもうすぐ見ごろ、ポカポ
カ陽気とともに、ウォ－キングやサイクリングを兼ねて、古賀
市内の桜の“名所”を訪ねてみませんか。

● ここに紹介した所以外にも、古賀市内には

まだまだたくさんの桜の名所はあります。

春爛漫――。




